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第五中学校体育館冷暖房化等工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和４年７月１１日に議決された令和４年第５６号議案「第五中学校体育館

冷暖房化等工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

１ 契約金額

変更前 金３０８，０００，０００円

変更後 金３１２，３６５，９００円

差 額 金４，３６５，９００円

２ 契約者

進藤・ライフメイト建設共同企業体

構成員（代表者）進藤建設株式会社 代表取締役 進藤宣良

構成員 ライフメイト建設株式会社 代表取締役 相馬政行

３ 変更する理由

設計変更に伴い、工事請負契約約款第１９条及び第２５条に基づき契約金額

を変更する必要がある。


